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令和3年1月26日（火曜日） 号 外 第 3  号

1　神奈川県手数料条例の一部を改正する条例

　⑴�　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正に伴い、同法の引用規定を整備するこ

ととした。（別表関係）

　⑵　この条例は、令和3年8月1日から施行することとした。

2　神奈川県地球温暖化対策推進条例の一部を改正する条例

　⑴�　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、同法の引用規定を整備することとした。（第

43条関係）

　⑵　この条例は、令和3年4月1日から施行することとした。

3　神奈川県道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例

　⑴�　道路法の一部改正に伴い、同法の引用規定を整備することとした。（第2条関係）

　⑵　この条例は、公布の日から施行することとした。
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令和 3年(2021年) 1月26日神 奈 川 県 公 報2 号 外 第 3  号

条　　　　　例

　神奈川県手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

　　令和3年1月26日

神奈川県知事　黒�　岩�　祐�　治　

神奈川県条例第1号

　　　神奈川県手数料条例の一部を改正する条例

　神奈川県手数料条例（平成12年神奈川県条例第2号）の一部を

次のように改正する。

　別表の4　環境農政局関係の表63の項中「第39条第4項」を「第

39条第6項」に改め、同表63の 3の項中「第40条の5第4項」を

「第40条の5第6項」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和3年 8月 1日から施行する。

　神奈川県地球温暖化対策推進条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

　　令和3年1月26日

神奈川県知事　黒�　岩�　祐�　治　

神奈川県条例第2号

　　　神奈川県地球温暖化対策推進条例の一部を改正する

　　　条例

　神奈川県地球温暖化対策推進条例（平成21年神奈川県条例第57

号）の一部を次のように改正する。

　第43条第2項中「第2条第4号」を「第2条第5号」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和3年 4月 1日から施行する。

　神奈川県道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

　　令和3年1月26日

神奈川県知事　黒�　岩�　祐�　治　

神奈川県条例第3号

　　　神奈川県道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正

　　　する条例

　神奈川県道路附属物自動車駐車場条例（平成12年神奈川県条例

第74号）の一部を次のように改正する。

　第2条第1号中「第2条第2項第6号」を「第2条第2項第7

号」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。


